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仙台市国民健康保険及び後期高齢者医療における 
一部負担金の免除期間延長等について（お知らせ） 

 
 

 本市の保健福祉事業につきましては、日頃よりご協力を賜り厚くお礼申し上

げます｡ 
 このたび、仙台市においては、一部負担金の免除期間を延長することといた

しました。 
「一部負担金免除証明書」（以下「免除証明書」）につきましては、下記のと

おりお取り扱いください。 
皆様方には、制度の周知など円滑な実施に向けご協力をよろしくお願い申し

上げます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 仙台市国民健康保険の免除証明書は次頁「見本」のとおり様式が変わ

ります。ただし、後期高齢者医療制度の免除証明書の様式は変わりま

せん。 
 
 
 
 

記 

 

○ 国民健康保険、後期高齢者医療の一部負担金の免除期間を「平成２５年３月３１

日」まで延長します。 

○ これまで免除の対象となっている方には、有効期限が平成２４年１０月以降となる

「免除証明書」を 9 月下旬にお送りしています。 

○ 平成２４年１０月以降は、有効期限内の「免除証明書」を医療機関等に提示するこ

とになりますので、有効期限をご確認のうえ、従前と同じ取扱いをしていただきますよ

うお願いいたします。 

○ 東京電力福島原発による警戒区域等から国民健康保険に加入された方に交付し

ている平成２５年２月２８日まで有効期限の「免除証明書」は、そのまま使用すること

になりますので、ご留意願います。 

○ 被保険者がこれまでの免除証明書などを持参された場合など，ご不明な点につきま

しては、下記、問合せ先にご連絡ください。 

 

問合せ先：健康福祉局保険高齢部 
保険年金課 国民健康保険係 ℡ 022-214-8171 
  〃   高齢者医療係  ℡ 022-214-8173 



別紙｢見本｣ 
（仙台市国民健康保険 一部負担金免除証明書） 
 
 

 
 
 
 

  見 本 


